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特集②    高齢の方が地域で安心して暮らせるように

基
本
目
標
と
施
策
の
柱

　
こ
の
計
画
は
、
基
本
目
標
を
「
高
齢

者
が
そ
の
尊
厳
を
保
ち
、
健
康
で
生
き

が
い
を
感
じ
な
が
ら
、
社
会
を
支
え
続

け
る
と
と
も
に
、
支
援
が
必
要
に
な
っ

て
も
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が

で
き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
」

と
定
め
て
い
ま
す
。

　
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
着
実
に
提
供
し

な
が
ら
、
多
様
な
地
域
資
源
の
連
携
に

よ
っ
て
高
齢
の
方
を
支
え
る
と
と
も
に
、

高
齢
の
方
自
ら
が
、
社
会
を
支
え
る
存

在
で
あ
り
続
け
る
姿
を
目
指
し
て
、

「
８
つ
の
施
策
の
柱
」（
表
１
）
に
基
づ

く
取
り
組
み
を
推
進
し
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
一

体
的
に
提
供

　
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
住
み
慣
れ

た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で

   表２　仙台市の第１号被保険者（65歳以上の方）の介護保険料
            （平成27～29年度）

区分
所得
段階

対象者
基準額
に対す
る割合

保険料
（月額換算）

基
準
額
よ
り
軽
減
さ
れ
る
方

１

生活保護を受けている方

0.50 2,747円世帯員全員が市町村民税非課税で、本人が老齢
福祉年金を受給している方

２
世帯員全員が市町村民税非課税で、本人の前年
の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が
80万円以下の方

0.50 2,747円

３
世帯員全員が市町村民税非課税で、本人の前年
の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が
80万円を超え、120万円以下の方

0.65 3,571円

４
世帯員全員が市町村民税非課税で、本人の前年
の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が
120万円を超える方

0.75 4,120円

５

本人が市町村民税非課税（世帯に市町村民税課
税の方がいる場合）で、本人の前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下
の方

0.85 4,669円

基
準
額
の
方

６

本人が市町村民税非課税（世帯に市町村民税課
税の方がいる場合）で、本人の前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超
える方

1.00 5,493円

基
準
額
よ
り
増
額
さ
れ
る
方

７
本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計所
得金額が125万円未満の方

1.10 6,043円

８
本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計所
得金額が125万円以上200万円未満の方

1.25 6,867円

９
本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計所
得金額が200万円以上300万円未満の方

1.50 8,240円

10
本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計所
得金額が300万円以上500万円未満の方

1.65 9,064円

11
本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計所
得金額が500万円以上700万円未満の方

1.85 10,163円

12
本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計所
得金額が700万円以上の方

2.00 10,987円

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　
65
歳
以
上
の
方
に
負
担
し
て
い
た
だ

く
介
護
保
険
料
の
基
準
額
は
、
本
年
度

か
ら
平
成
29
年
度
ま
で
月
額
で
５
４
９

３
円
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
よ
り
３
５
１

円
増
加
し
ま
す
。　

　
こ
の
保
険
料
は
、
今
後
３
年
間
の
要

介
護
等
の
認
定
者
数
や
、
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
者
数
の
見
込
み
な
ど
を
基
に
推
計

し
た
、
保
険
給
付
費
等
の
合
計
額
２
０

７
４
億
円
（
内
訳
は
図
２
）
に
、
市
の

き
る
よ
う
、
医
療
・
介
護
・
介
護
予
防
・

住
ま
い
お
よ
び
日
常
生
活
支
援
が
包
括

的
に
提
供
さ
れ
る「
地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
」
の
構
築
に
努
め
ま
す
。

　
ま
た
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
は

じ
め
と
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整

備
（
図
１
）
を
進
め
ま
す
。
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
泉
区
の

南
中
山
中
学
校
区
に
新
設
し
計
50
カ
所

に
す
る
ほ
か
、
高
齢
者
人
口
を
基
準
と

し
た
配
置
職
員
の
増
員
や
、
関
係
機
関

と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
等
を
担
う

専
任
職
員
の
配
置
等
も
順
次
行
い
、
セ

ン
タ
ー
の
機
能
強
化
を
図
り
ま
す
。

図２　保険給付費等の見込み
         （平成27～29年度）

この特集に関するお問い合わせは
高齢企画課☎214･8167（介護保険に
関しては、介護保険課☎214･8246）

仙台市高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画は、市役所本庁舎１階市政情報センタ
ー、宮城野区・若林区・太白区情報センタ
ーのほか、市ホームページでもご覧いただ
けます

新しい介護保険料は６月中旬に通知します
　平成27年度の保険料は、前年の所得状況等を基にあらためて
計算して決定されます。特別徴収（支給される年金からの差し引
きでの納付）・普通徴収（銀行等の窓口や口座振替での納付）の
いずれの方にも、６月中旬に通知します。
　なお、特別徴収の方の４月・６月分の保険料は、４月上旬に発
送する介護保険料決定通知書（仮徴収分）でご確認ください。
問区役所障害高齢課、総合支所保健福祉課（☎は８ページ）

介
護
保
険
事
業

財
政
調
整
基
金

（
23
億
円
）
を
充

て
た
上
で
算
出
し

ま
し
た
。
基
金
を

充
て
る
こ
と
で
、

月
額
で
２
７
７
円

の
軽
減
を
図
っ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
被
保
険
者
ご
と
の
保
険
料
の

段
階
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

の
12
段
階
と
し
て
い
ま
す
（
表
２
）。

平成27～29
年度合計

2,074億円

平成
29年度

735億円

平成
28年度

687億円

平成
27年度

652億円

仙台市政だより　27.４. 1仙台市政だより　27.４. 1

高
齢
の
方
が
地
域
で

　
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に

　少子高齢化が進む中、市では高齢の方が元気で充実した
生活を送ることができるよう、「仙台市高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画」【計画期間：平成27～29年度】を
策定しました。

居宅サービス等平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

（億円）

652338 178

184

198

79

108

118

334

355

687

735

施設サービス

地域密着型
サービス

高額介護
サービス費等

地域支援事業
42

45

47

15
16

17

居宅サービス等
338 178

184

198

79

108

118

334

355

施設サービス 42

45

47

図１　施設整備の数値目標（平成27～29年度）

認知症高齢者
グループホーム

360人分

介護老人
保健施設

360人分

特別養護
老人ホーム

700人分

特定施設入居者生活
介護（介護付き有料
老人ホームなど）
360人分

小規模多機能型
居宅介護事業所

12事業所

■年度別保険給付費等見込み総額

表１　８つの施策の柱と主な取り組み
❶高齢者の社会参
　加・生きがいづく
　りの促進

●社会参加活動の推進
●多彩な生涯学習の展開

❷介護予防に積極的
　に取り組める環境
　の整備

●一人一人の介護予防・健康づくりの取り組み
●地域での介護予防の取り組みを推進するための
　環境づくり

❸地域における支え
　合いの体制づくり

●地域の関係機関による支援の充実
●在宅生活を支える多様な支援
●高齢者虐待の防止と権利擁護

❹地域で認知症の方
　とその家族を支え
　る体制の整備

●認知症の方とその家族への支援
●保健、医療、福祉の専門職による支援
●地域における認知症の正しい理解と支え合い

❺多職種連携による
　在宅での療養・介
　護提供体制の構築

●多職種連携による支援体制の充実
●地域包括支援センターの機能強化
●専門職によるマネジメント機能の充実

❻日常生活圏域を中
　心とした介護サー
　ビス基盤の整備

●介護サービス基盤の整備
●多様な居住基盤の整備とサービスの質の確保

❼将来にわたる介護
　人材の確保

●サービスを担う人材の確保
●質の高いサービスを提供できる人材の確保
●地域での人材の確保

❽多様な生活ニーズ
　に対応した快適で
　安心できる暮らし
　の確保

●在宅での生活を可能とする各種施策の実施
●快適に暮らしていくための環境の整備
●安心できる暮らしの確保

地域包括支援センターでは、
高齢の方や家族の相談に応じ、
必要な支援につなげます


